
 

日ＡＳＥＡＮ包括的経済連携協定（ＡＪＣＥＰ）交渉の妥結について 
 

平成１９年１１月 

経済産業省 
 

• 日ＡＳＥＡＮ包括的経済連携（ＡＪＣＥＰ：ASEAN-Japan Comprehensive Economic 

Partnership）交渉が妥結。日ＡＳＥＡＮ首脳会合においてその旨が報告され、首脳の歓迎

を受けた。来年中の発効を目指す。 

• ＡＪＣＥＰは、世界で存在感を高めるＡＳＥＡＮ地域全体（１０カ国）と日本との経済連携を

強化することを狙った日本にとっては初の多国間経済連携協定（ＥＰＡ）。 

• 二国間の経済連携協定および投資協定に加え、地域的な経済連携協定であるＡＪＣＥＰ

が実現することで、日ＡＳＥＡＮ地域は重層的な経済連携枠組みを持つこととなり、当地

域の産業ネットワークの更なる充実が期待される。 

• ＡＪＣＥＰの実現は、これまで日本が進めてきた東南アジア地域との経済連携の取り組み

の集大成。更なる広域の経済統合に向けた大きな足掛かりの意味を持つ。 
 

 日本とＡＳＥＡＮとの経済連携協定（ＥＰＡ）および投資協定（ＢＩＴ）  
 
- 日シンガポールＥＰＡ … ２００２年１１月発効，２００７年改訂 

- 日マレーシアＥＰＡ  … ２００６年７月発効 

- 日タイＥＰＡ     … ２００７年１１月発効 

- 日フィリピンＥＰＡ  … ２００６年９月署名 

- 日ブルネイＥＰＡ   … ２００７年６月署名 

- 日インドネシアＥＰＡ … ２００７年８月署名 

- 日ベトナムＥＰＡ   … 交渉中 

- 日カンボジアＢＩＴ  … ２００７年６月署名 

- 日ラオスＢＩＴ    … 交渉中（大枠で合意） 

- ＡＪＣＥＰ      … 交渉妥結（２００８年発効目標）
 

【 日本とＡＳＥＡＮとのＥＰＡ概要 】  

１．物品貿易 

• 二国間ＥＰＡでは、相手国の実情に応じたテーラーメイドのＥＰＡとすること

により、二国間貿易における高い水準の自由化を達成。 

（相手国の自由化率（貿易額ベース）…署名済み６カ国平均９８％） 

• ＡＪＣＥＰにおける原産品の累積ルールにより、二国間ＥＰＡでカバーされな

い生産フローにおける自由化を実現。当地域の生産ネットワークを強化。 

２．投資・サービス 

二国間ＥＰＡにおいて、（一部例外あり） 

- 投資：投資許可段階における内国民待遇・最恵国待遇の付与 

- サービス：製造業関連サービスを中心に国際約束であるＧＡＴＳ以上の約束 

を獲得したことを踏まえＡＪＣＥＰで将来の地域レベル自由化交渉に向けた基盤を構築 

３．経済協力 

各ＥＰＡにおいて各国のニーズに応じた協力を実施。 

ＡＪＣＥＰにおいても知財等を中心とした包括的な協力に関する枠組みを規定。 
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１．ＡＳＥＡＮとの経済連携の意義 

 

（１）総 論 

○ ＡＳＥＡＮ地域は、日本の貿易相手として、米国、中国に次いで第３位であり（貿

易額１８兆円（日本の貿易額全体の１３％）（財務省貿易統計２００６年）、高い

成長を続ける世界の成長センター（２００６年の経済成長率は約６％）。 

○ ＡＳＥＡＮ地域には、日本企業が多額の投資を行ってきており（日本の対ＡＳＥ

ＡＮ直接投資残高６兆円（日本の対外直接投資残高の１１％（２００６年末））、

日本からの投資先として米国、ＥＵに次ぎ第３位。 

○ 東アジア地域では、ＡＳＥＡＮを中心（ハブ）として日本、中国、韓国、インド、

豪州・ニュージーランドがＥＰＡ/ＦＴＡを締結・交渉中であり、これら各国との

産業競争の観点からもＡＳＥＡＮとの経済連携強化は重要。 
 

（２）二国間ＥＰＡの意義 

○ 日本はこれまでＡＳＥＡＮ各国とは、シンガポール、マレーシア、タイ、フィリ

ピン、ブルネイ、インドネシアとの間で二国間ＥＰＡを締結。ベトナムと交渉中。 

○ 二国間ＥＰＡは、交渉相手国との貿易構造や産業実態に応じてテーラーメイドの

協定をつくることが可能であることから、高い水準の自由化が達成できる。（相

手国の自由化率（協定発効から１０年以内の関税撤廃率）（貿易額ベース）は、

シンガポール１００％、マレーシア９９％、フィリピン９７％、タイ９７％、ブ

ルネイ１００％弱、インドネシア９６％（注）、６カ国平均は９８％）  

（注）鉄鋼の特定用途免税を含めた場合の数値 
 

（３）日ＡＳＥＡＮ包括的経済連携（ＡＪＣＥＰ）の意義 

○ ＡＪＣＥＰは、世界で存在感を高めるＡＳＥＡＮ地域全体（１０カ国）と日本と

の経済連携を強化することを狙った日本にとっては初の多国間経済連携協定。 

○ １億５千万の人口を抱えるカンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム（ＣＬＭ

Ｖ）とは、我が国初の経済連携協定。 

○ ＡＪＣＥＰでは、日本及びＡＳＥＡＮ域内の生産ネットワークを活性化するため、

二国間ＥＰＡでカバーされない貿易の自由化（注）を達成（電気・電子などはＡＪ

ＣＥＰのメリットを活かせる典型例）。 

○ ＡＪＣＥＰでは、日本及びＡＳＥＡＮ域内における累積が認められ、幅広い材料

調達において原産資格を得やすくなり、日本及びＡＳＥＡＮ域内における物品の

より円滑な流通が可能となる。また、ＡＳＥＡＮ各国に対して共通の原産地規則

を適用することは利便性の向上に資すると考えられる。 

○ ＡＪＣＥＰ実現により日本は、今後の東アジアの経済連携の深化に主導的に貢献。

ＡＳＥＡＮ＋６による包括的経済連携（ＣＥＰＥＡ）の検討につながりうる大き

なステップとなる。 

○ ＡＪＣＥＰによって日本のＧＤＰは約１兆２,７９７億円増加するとの試算があ

る（平成１９年度通商白書）。 
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（補足）原産地規則の累積ルールについて 
 

• 「累積」とは、締約国Ａの原産品が締約国Ｂで生産される産品の材料として使用さ

れる場合に、その原産品が締約国Ｂの原産材料としてみなされることをいう。 

• これまで日ＡＳＥＡＮ地域には、ＡＳＥＡＮ内のＦＴＡ（ＡＦＴＡ）のＣＥＰＴ（共

通効果特恵関税）および二国間ＥＰＡが存在するが、日本で高付加価値部品を開

発・生産しＡＳＥＡＮ域内で最終製品を生産・販売するフロー（薄型テレビが典型

例）においては、これらＡＦＴＡ・二国間ＥＰＡの原産地規則では原産性を得るこ

とができず、貿易自由化のメリットを享受できないケースが生じる。 

• ＡＪＣＥＰは地域協定として累積ルール（下記図解）が適用されるため、二国間Ｅ

ＰＡに比べ、原産品として認定されることがより容易となるとのメリットがある。 

 

EE

BB

CC

GG

II

日 本
二国間ＥＰＡ（日本-Ａ国）

• 最終生産拠点（Ａ国）へ部
品を調達する貿易は、ＡＦ
ＴＡ（ＣＥＰＴ協定）また
は二国間ＥＰＡの原産地
規則（付加価値４０％な
ど）を満たす限りにおいて
無税となる。 

0％関税

最終製品

部品・材料

最終製品

部品・材料

ASEAN

DD

FFFF

JJJJ
0％関税

HH

薄型テレビ

※アセアン域内での付加価値が40％未満の製品はAFTA
（アセアン自由貿易地域）による関税撤廃の対象とならない。

ＡFTA

通常の税率
（高関税）

薄型テレビパネル

A国

部品
アセアン域内
付加価値４０％未満

アセアン
域内※

日 本

AJCEP
域外

（例）

日本で開発・生産した高付加価値部品を用いて

アセアン域内で製品を生産するサプライチェーン

における関税撤廃を実現

Ａ
Ｊ
Ｃ
Ｅ
Ｐ
締

結

前

• しかしながら、Ａ国から市
場（Ｆ国）へ輸出する最終
製品におけるＡＳＥＡＮ
域内の付加価値がＣＥＰ
Ｔ協定の原産地規則を満
たさない（付加価値４０％
未満）場合、通常の関税率
（高関税）となってしまう。 

 
 

 
• ＡＪＣＥＰには累積ルー

ルがあることから、日本お
よびＡＳＥＡＮで加えた
付加価値の合計が４０％
を超えることで原産性を
得ることが可能。 

Ａ
Ｊ
Ｃ
Ｅ
Ｐ
締

結

後

日 本AJCEP

EE

BB

CC

GG

II

0％関税

ASEAN

DD

FFFF

JJJJ
0％関税

 A国

AJCEP • ＡＦＴＡ（ＣＥＰＴ協定）
および二国間ＥＰＡでは
特恵関税のメリットを享
受できなかったケースに
おいて新たな貿易自由化
の恩恵を受ける。 

（例）

日アセアン

付加価値４０％以上

HH

0％関税
AJCEP

AJCEP
域外

アセアン
域内

日 本
最終製品

部品・材料

最終製品

部品・材料

（二国間EPAの原産地規則を満たす場合は

二国間EPAを使うことが可能）

 

 

 

 

例えば、日本から輸出される電気・電子関連の高付加価値部品（例：薄型テレビパネル

等部品（日本からＡＳＥＡＮへの輸出額：１６百億円（２００６年））を用いてＡＳＥ

ＡＮ域内で製造された製品がＡＳＥＡＮ域内を無税で流通するようになる。 

また、日本から輸出される自動車ノックダウン部品等を用いて組み立てられた完成車や

エンジンがＡＳＥＡＮ域内を低関税で流通できるようになる場合もある。



 

 

２．ＡＳＥＡＮとの経済連携の概要  

 

日本とＡＳＥＡＮとの経済連携協定（ＥＰＡ）は物品貿易分野（ＦＴＡ）のみならず、

投資・サービス、経済協力など幅広い分野を含む包括的な協定。 

 

１．物品貿易分野   
 
＜二国間ＥＰＡ＞ （自由化率：協定発効から１０年以内の関税撤廃率）（貿易額ベース） 

 

 日シンガポールＥＰＡ（ＪＳＥＰＡ）（発効済み） 

- 日本側自由化率      …  ９５％      

- シンガポール側自由化率  … １００％ 

- 先方が自由化した主な品目     …  全品目が無税 
 

 日マレーシアＥＰＡ（ＪＭＥＰＡ）（発効済み） 

- 日本側自由化率      …  ９４％     

- マレーシア側自由化率   …  ９９％ 

- 先方が自由化した主な品目 … 完成車・自動車部品、鉄鋼製品、テレビ等家電製品 
 

 日タイＥＰＡ（ＪＴＥＰＡ）（発効済み） 

- 日本側自由化率      …  ９２％ 

- タイ側自由化率      …  ９７％ 

- 先方が自由化した主な品目 …  自動車部品、鉄鋼製品、テレビ等家電製品 
 

 日フィリピンＥＰＡ（ＪＰＥＰＡ） 

- 日本側自由化率      …  ９２％ 

- フィリピン側自由化率   …  ９７％ 

- 先方が自由化した主な品目 …3000cc 超完成車、自動車部品、鉄鋼製品、テレビ等家電製品  
 

 日ブルネイＥＰＡ（ＪＢＥＰＡ） 

- 日本側自由化率      …  １００％ 

- ブルネイ側自由化率    …  １００％ 

- 先方が自由化した主な品目 … 完成車・自動車部品、テレビ等家電製品 
 

 日インドネシアＥＰＡ（ＪＩＥＰＡ） 

- 日本側自由化率      …   ９３％ 

- インドネシア側自由化率   …  ９０％（約９６％※） 
 ※ 鉄鋼の特定用途免税を含めた場合の数値 

- 先方が自由化した主な品目 … 3000cc 超完成車・自動車部品、鉄鋼製品（自動車関連、電気・

電子、エネルギー、建設機械の用途のもの）、テレビ等家電製品 
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＜ＡＪＣＥＰ＞ 
 

ＡＪＣＥＰにおける物品貿易自由化リスト（譲許表）は交渉によって定められた自由

化方式（モダリティ）に沿って各国が対象品目を定め、どの締約国から輸入される場

合でも等しく自国の譲許表に沿った税率が適用される（共通譲許方式）。 
 

 ＡＳＥＡＮ側自由化概要  

- ＡＳＥＡＮ６：輸入額および品目数の９０％以上を１０年以内に関税撤廃 等 

- ベトナム   ：輸入額または品目数の９０％以上を１５年以内に関税撤廃 等 

- ＣＬＭ     ：輸入額または品目数の８５％以上を１８年以内に関税撤廃 等 
 

注）ＡＳＥＡＮ６…ブルネイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ 

  ＣＬＭ   …カンボジア、ラオス、ミャンマー 

注）個々の品目の関税削減/撤廃スケジュールはそれぞれ異なる。（即時撤廃の品目等も多くある） 
 

 日本で高付加価値部品を生産し、ＡＳＥＡＮ域内で製品に加工してＡＳＥＡＮ域

内に供給する生産ネットワーク構築が進展している電気・電子分野については、

大部分の国で基本的に１０年以内に関税撤廃。今後、同様のビジネスモデルを展

開する日系企業の活動を円滑化。 

• 薄型テレビ： ＡＳＥＡＮ７カ国で１０年以内に関税撤廃 

• 薄型テレビモジュール（薄型テレビパネルに部品を組み込んだもの）： 

ＡＳＥＡＮ８カ国で１０年以内に関税撤廃 

（参考）ＡＳＥＡＮ各国の現行関税率 

  ブルネイ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ マレーシア フィリピン ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ タ イ ベトナム カンボジア ラオス ミャンマー

薄型テレビ 5％ 15％ 30％ 15％ 0％ 20％ 40％ 15％ 20％ 15％ 

薄型テレビ 

モジュール 
5％ 0％ 5％ 1％ 0％ 10％ 3％ 15％ 10％ 10％ 

 
 

 日本側自由化概要  

- ＡＳＥＡＮ全体からの輸入額の９３％以上にあたる品目を１０年以内に関税撤廃  

- ＡＳＥＡＮ全体からの輸入額の９２％以上にあたる品目を５年以内に関税撤廃 

- ＡＳＥＡＮ全体からの輸入額の９０％以上にあたる品目を協定発効後即時に関税撤廃 
 

 原産地規則  

• ＡＪＣＥＰにおける原産地規則は、全締約国（１１カ国）に等しく適用される共

通原産地規則方式。 

• 一般原則… 付加価値４０％又は関税番号４桁変更（ＶＡ or ＣＴＨ）（並存ルール） 

• 上記一般原則を適用しない品目について、その特性に応じて個別品目別規則を設

定。 
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２．投資・サービス  
 

我が国とＡＳＥＡＮは単なる物品貿易のみならず幅広い事業ネットワークを構築して

おり、我が国企業の投資先国・地域における事業活動の促進および安定化を確保する

よう、二国間ＥＰＡにおいて投資・サービスに関する約束を取り決めている。 

 

 投 資  

• １９８０年代以降日系企業が特に多額の投資を行っているＡＳＥＡＮ地域におけ

る「投資財産の保護」「投資の自由化」双方の観点から、各国実情に応じて二国

間ＥＰＡで交渉。 

• 結果、以下について約束。（一部、協定によって例外あり） 

- 投資保護：設立された投資財産の内国民待遇・最恵国待遇、収用（国有化）

に対する補償、送金の自由、投資財産に対する公正かつ衡平な待

遇 等 

- 投資自由化：投資許可についての内国民待遇・最恵国待遇、輸入額を輸出額

との関係で制限する要求やローカルコンテンツ（現地調達比率）

要求などのパフォーマンス要求の禁止 等 

 

 サービス  

• 二国間ＥＰＡにおいて、ＡＳＥＡＮ各国における我が国製造業のプレゼンスに関

連づけ、「製造業への投資拡大のためには関連サービス分野においてレベルの高

い自由化が重要」「現行法令の維持義務（スタンドスティル）による法的安定性

の確保が投資拡大に重要」をメッセージとして交渉。 

• 結果、一部の重要分野において、ＧＡＴＳ（サービスの貿易に関する一般協定：

General Agreement on Trade in Service）を上回る自由化水準の約束を獲得。 

（例） 

- 卸・小売りサービスへの参入における資本規制緩和 

- 保守・メンテナンスサービスへの参入における資本規制緩和 

- コンピューター関連サービス（ハードウェア設置コンサルタント、ソフトウ

ェア実行、データ処理等）への参入における資本規制緩和 

 

• 二国間ＥＰＡにおいて上記のような約束を獲得したことを受け、また、ＡＳＥＡ

Ｎ域内においても投資およびサービスに関する自由化の取り組み（注）が今後本格化

することを背景に、ＡＪＣＥＰにおいて将来の日ＡＳＥＡＮ地域レベルの自由化

交渉を約束。 

（注）投資は、ＡＳＥＡＮ投資枠組協定（ＡＩＡ） 

サービスは、ＡＳＥＡＮサービス枠組協定（ＡＦＡＳ） 
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３．その他分野  
 

＜二国間ＥＰＡ＞  

日本と相手国の個別関係に応じ、幅広い分野においてテーラーメイドな規律・協力

内容を設定。 

•  知的財産    - 知的財産権の適正な範囲の確保、権利の執行強化 

          - 制度強化のための協議メカニズムを設置し協力を実施 

• 税関手続き  - 両国間の情報交換・協力の推進 

• 競争政策   - 自国における反競争行為への適切な措置 

• ビジネス環境整備  - 官民による勧告権を有する委員会の設置 

- 各国実情に応じた議題設定（例：電力品質の向上、ガ

ス安定供給、模倣品対策 等） 

• エネルギー（ブルネイ・インドネシア） 

          - エネルギーや鉱物資源の安定供給に資する枠組みの提供 

（協議メカニズムの導入、新たな規制措置の際の通報等） 

• 人の移動   -  看護師・介護福祉士候補（フィリピン・インドネシア）、

調理人（タイ）等の受入れ 

-  短期の商用訪問者、企業内転勤者、投資家、指導員等の

入国及び滞在許可 

• 二国間協力  - 貿易投資促進 

          - 環境保全等に向けた協力 

 - 分野別産業育成 等 

＜ＡＪＣＥＰ＞ 

日ＡＳＥＡＮ地域共通の課題解決に向けた包括的な協力を約束。 

• 知的財産分野・農林水産分野（違法伐採対策を含む）について、重要分野と

して附属書を設置。 

• 具体的協力分野：      - 貿易関連手続   - ビジネス環境 

- 知的財産     - エネルギー 

- 情報通信技術      - 人材育成 

- 中小企業          - 観光 

- 運輸・物流        - 農林水産 

- 環境              - 競争政策 

その他、当地域のビジネス・投資環境整備に向け、日ＡＳＥＡＮ間で以下を中心とし

た重点的な取り組みを実施。 

• ＡＳＥＡＮ共通投資環境構想  

- ＡＳＥＡＮ地域統合の取組みへ投資家の評価視点を導入 

- 投資家の意見を反映させた政策立案プロセスの構築 

• 国際物流競争力パートナーシップ 

- 産業界ニーズに応じたソフト・ハードインフラ整備 

- 輸出入通関手続き効率化に向けた協力 

• ＡＳＥＡＮブランドプロジェクト（一村一品支援活動の応用） 

- ＣＬＭＶを中心としたアセアンの中小企業および地場産

業の競争力強化による国際市場への参入支援 
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３．東アジア地域の経済連携について  

 

 ＡＪＣＥＰをはじめとする「ＡＳＥＡＮ＋１」の協定が「ＡＳＥＡＮ＋６（ＡＳＥＡ

Ｎ、日中韓印豪ＮＺ）」を覆う形で完成することで、ＡＳＥＡＮを中心とした地域ワイ

ドのＥＰＡ/ＦＴＡの検討を更に進める上での前提が整うこととなる。 

東アジア包括的経済連携（ＣＥＰＥＡ）による自由化及び制度整備と、東アジア・Ａ

ＳＥＡＮ経済研究センター（ＥＲＩＡ）による域内格差是正を２つの柱と位置付け、東

アジア経済統合を強力に推進。 

 

（１）東アジア包括的経済連携（ＣＥＰＥＡ：Comprehensive Economic Partnership in East 

Asia） 

• ２００７年１月の東アジアサミットで日本からの提案に基づき、１６か国の首

脳が民間専門家研究会の立ち上げに合意。 

• 東アジア包括的経済連携構想（ＣＥＰＥＡ）は、ＡＳＥＡＮ＋６（ＡＳＥＡＮ

１０カ国と日中韓印豪ＮＺ）の１６カ国で、面としての包括的な経済連携協定

を結び、自由で成熟した経済圏の構築を目指す構想。 

• 地域的な生産ネットワークの更なる発展を目指すとともに、物品貿易のみなら

ず、サービス、投資、知的財産等、広い内容をカバーすることで、自由かつ公

正なルールに基づく市場経済の構築に資する。 

• 今回の東アジアサミットではＡＳＥＡＮ事務局長が研究の進捗状況を首脳に報

告。来年検討研究結果について最終報告予定。 

 

（２）東アジア・ＡＳＥＡＮ経済研究センター（ＥＲＩＡ：Economic Research Institute 

for ASEAN and East Asia） 

• ＥＲＩＡは、東アジア経済統合の深化、域内格差是正、持続的な経済成長のた

め、調査研究・政策提言を行う。東アジア１６カ国の産学官の知識・ノウハウ

を結集して設立する、これまでにない新たな研究機関。 

• ２００７年１月の東アジアサミットで日本からの提案に基づき、今回のＥＡＳ

でＥＲＩＡ正式設立に合意。 

• 物品貿易自由化のみならず、人材育成、インフラ整備、環境・エネルギーなど

幅広い課題に対する地域一体となった取組の中核機関。 

• ＡＳＥＡＮ事務局や各国政府と密接に協力し、またビジネス界からのインプッ

トも重視しながら、真に効果的な政策提言を目指す。 
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４．補 足  

 

１．ＡＪＣＥＰ交渉の経緯および発効予定 

・２００３年１０月 日ＡＳＥＡＮ首脳会合で交渉の枠組みに合意 

その後、交渉開始に向け準備 

・２００５年 ４月 交渉開始 

・２００７年 ５月 日ＡＳＥＡＮ経済大臣会合で大枠合意（物品貿易 

の自由化枠組みについて原則合意） 

・２００７年 ８月 日ＡＳＥＡＮ経済大臣会合で大筋合意（物品貿易 

の自由化等の主要な部分について合意） 

 ・２００７年１１月 交渉妥結（交渉会合を計１２回開催） 

・２００８年発効目標 

 

 

２．二国間協定（二国間ＥＰＡ）と地域協定（ＡＪＣＥＰ）の関係について 

• 日本と二国間ＥＰＡを締結したＡＳＥＡＮ各国との間では、二国間ＥＰＡと地域

ＥＰＡであるＡＪＣＥＰの２つの協定が並存することとなる。（この度のＡＪＣ

ＥＰ妥結によってこれまで締結してきた二国間ＥＰＡが消滅することはない。） 

• 日本とＡＳＥＡＮ各国との間の貿易において、二国間ＥＰＡ・ＡＪＣＥＰどちら

の協定が適用されるかは、当該輸出の際に取得する原産地証明書がどちらのもの

であるかに規定される。 

 

 

（以 上） 

9/9 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


